
法

律

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
技
術
上
の
秘
密
を
取
得
し
た
者
の
当
該
技
術
上
の
秘
密
を
使
用
す
る
行
為
等
の
推
定
）

第
五
条
の
二

技
術
上
の
秘
密
（
生
産
方
法
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
情
報
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）に
つ
い
て
第
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
行
為
（
営
業
秘
密
を
取
得
す
る
行

為
に
限
る
。）が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
を
し
た
者
が
当
該
技
術
上
の
秘
密
を
使
用
す
る
行
為
に
よ
り
生

ず
る
物
の
生
産
そ
の
他
技
術
上
の
秘
密
を
使
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
行
為
と
し
て
政
令
で
定
め
る
行
為
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
生
産
等
」
と
い
う
。）を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
行
為
（
営

業
秘
密
を
使
用
す
る
行
為
に
限
る
。）と
し
て
生
産
等
を
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

第
十
五
条
中
「
十
年
」
を
「
二
十
年
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
条
第
一
項
第
十

号
又
は
第
十
一
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
又
は
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
及
び
第
二
項
」
を

「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
第
五
項
を
第
七
項
と

し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
各
号
（
第
九
号
を
除
く
。）、
第

三
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
四
項
（
第
一
項
第
九
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）」
に
、「
詐
欺
等
行
為
若
し
く
は

管
理
侵
害
行
為
が
あ
っ
た
時
又
は
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
時
に
日
本
国
内
に
お
い
て
管
理
さ
れ
て
い
た
」
を
「
日
本
国

内
に
お
い
て
事
業
を
行
う
保
有
者
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
及
び
前
項
第

六
号
」
を
「
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
三
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は

こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

日
本
国
外
に
お
い
て
使
用
す
る
目
的
で
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
罪
を
犯
し
た
者

二

相
手
方
に
日
本
国
外
に
お
い
て
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
罪
に
当
た
る
使
用
を
す
る
目

的
が
あ
る
こ
と
の
情
を
知
っ
て
、
こ
れ
ら
の
罪
に
当
た
る
開
示
を
し
た
者

三

日
本
国
内
に
お
い
て
事
業
を
行
う
保
有
者
の
営
業
秘
密
に
つ
い
て
、
日
本
国
外
に
お
い
て
第
一
項
第
二
号
又
は

第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
罪
に
当
た
る
使
用
を
し
た
者

４

第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。）並
び
に
前
項
第
一
号
（
第
一
項
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）、
第
二
号
及
び
第
三

号
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
」
を
「
、
第
十
四
号
及
び
第
十
六
号
」
に
、「
同
項
第
十

三
号
及
び
第
十
五
号
」
を
「
同
項
第
十
四
号
及
び
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
五
号
」
を
「
第
十
六

号
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
二
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号

及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
」
に
、「
第
二
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
規
定
す
る
」
を
「
同
項
第
十
一
号
及
び
第

十
二
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
権
利
が
消
滅
し
た

後
に
そ
の
営
業
秘
密
を
使
用
す
る
行
為
に
よ
り
生
じ
た
物
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た

め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為

第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
政
令
等
へ
の
委
任
）

第
十
九
条
の
二

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
没
収
保
全
と
滞
納
処
分
と
の
手
続
の
調
整
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
で
、
滞
納
処
分
に
関
す
る
も
の
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
の
参
加
及
び
裁
判
に
関
す
る
手
続
、
第

八
章
に
規
定
す
る
没
収
保
全
及
び
追
徴
保
全
に
関
す
る
手
続
並
び
に
第
九
章
に
規
定
す
る
国
際
共
助
手
続
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
（
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。）は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
千
万
円
」
を
「
二
千
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
又
は
前
三
号
の
罪
」
を
「
若
し

く
は
前
三
号
の
罪
又
は
第
三
項
第
二
号
の
罪
（
第
二
号
及
び
前
三
号
の
罪
に
当
た
る
開
示
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
か
ら

前
号
ま
で
の
罪
又
は
第
三
項
第
二
号
の
罪
（
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
の
罪
に
当
た
る
開
示
に
係
る
部

分
に
限
る
。）に
当
た
る
開
示
が
介
在
し
た
こ
と
を
知
っ
て
営
業
秘
密
を
取
得
し
て
、
そ
の
営
業
秘
密
を
使
用
し
、

又
は
開
示
し
た
者

九

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
自
己
又
は
他
人
の
第
二
号
若
し

く
は
第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
又
は
第
三
項
第
三
号
の
罪
に
当
た
る
行
為
（
技
術
上
の
秘
密
を
使
用
す
る
行
為
に
限

る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
違
法
使
用
行
為
」
と
い
う
。）に
よ
り
生
じ
た
物
を
譲
渡

し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
提
供
し
た
者
（
当
該
物
が
違
法
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
物
で
あ
る
こ
と
の
情
を
知
ら
な
い
で
譲
り
受
け
、
当

該
物
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
提
供
し
た
者
を
除
く
。）

不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
五
十
四
号

不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
九
条
・
」
を
「
第
十
九
条

」
に
、「
第
六
章

刑
事
訴
訟
手
続
の
特
例
（
第
二
十
三
条

第
三
十
一

条
）」を
「
第
六
章

刑
事
訴
訟
手
続
の
特
例
（
第
二
十
三
条

第
三
十
一
条
）

第
七
章

没
収
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
（
第
三
十
二
条

第
三
十
四
条
）

第
八
章

保
全
手
続
（
第
三
十
五
条
・
第
三
十
六
条
）

第
九
章

没
収
及
び
追
徴
の
裁
判
の
執
行
及
び
保
全
に
つ
い
て
の
国
際
共
助
手
続
等
（
第
三
十
七
条

第
四

十
条
）」に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
技
術
上
の
秘
密
（
営
業
秘
密
の
う
ち
、
技
術
上
の
情
報
で
あ
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
使
用
す
る
行
為
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
不
正
使
用
行
為
」
と
い
う
。）に
よ

り
生
じ
た
物
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為
（
当
該
物
を
譲
り
受
け
た
者
（
そ
の
譲
り
受
け
た
時
に
当
該
物
が
不
正
使

用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
物
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
、
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
重
大
な
過
失
が
な
い
者
に
限

る
。）が
当
該
物
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為
を
除
く
。）

第
五
条
第
一
項
中
「
第
九
号
ま
で
又
は
第
十
五
号
」
を
「
第
十
号
ま
で
又
は
第
十
六
号
」
に
改
め
、「（
秘
密
と
し
て

管
理
さ
れ
て
い
る
生
産
方
法
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
有
用
な
技
術
上
の
情
報
で
あ
っ
て
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の

を
い
う
。）」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
二
号
又
は
第
十
五
号
」
を
「
第
十
三
号
又
は
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
中
「
第
二
条
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
二
条
第

一
項
第
十
五
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
」
に
改
め
る
。
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